
平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

三

七

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
七
〇
号

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
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ン
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対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
高
井
美
穂
君
提
出
コ
ム
ス
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
指
定
若
し
く
は
許
可
又
は
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
、
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四

十
一
条
第
一
項
本
文
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
指
定
に
係
る

申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
条
第
二
項
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
を
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
も
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
七
十
八
条
の

二
第
四
項
及
び
第
五
項
等
に
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
又
は
許
可
を
行
う
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
定
又
は
許
可
に
係
る
標
準
処
理
期
間
及
び
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
に
基
づ
き
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
い
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
厚

一



生
労
働
省
と
し
て
は
、
そ
の
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
新
聞
報
道
は
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
強
い
行
政
指
導
」
は
、
行
政
手
続
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
さ
れ
る
行
政
指
導
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
あ
く
ま
で
も
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ

っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
問
い
合
わ
せ
の
内

容
等
に
つ
い
て
は
、
電
話
等
に
よ
り
多
数
の
質
問
等
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


